
埼玉県建設業健康保険組合
被扶養者の収入に関する現況届(16歳以上の方は必ず提出ください。)

埼玉県建設業健康保険組合　理事長　殿

16歳以上の方(ただし、学生は除く。)については、市区町村長の発行する所得(非課税)証明書又は直近の確定申告書(ただし、税務署で受理したことが確認できるものに限
る。)の添付が必須です。そのほかの添付書類については、設問１～５の回答欄に該当する()内の書類を添付しこの届に被保険者の署名捺印の上提出してください。

　○設問２－2．「設問２－1．」で「①　受給している」「②　申請中」のいずれかの場合は、該当する年金の種類を次の①～⑦の該当するものすべてに○をしてください。
　　　　　　　　　　(直近の年金額振込通知書や改定通知書などの年金の金額が確認できる書類のコピーを添付。)

　○設問５．被扶養者となる方と別居されている場合(ただし、学生は除く。)には、次の「Ⅰ．Ⅱ．」を記入してください。

　　　被扶養者(氏名　　　　　　健保　一郎　　　　　　　　　　　　　　 )に関し、上記の内容に相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　被保険者氏名　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　.

　○設問１－1．扶養となる方の現在の状況について、次の①～④のいずれかに○をしてください。

　　　①　2年以上無職であるため。

　　　②　2年以内において働いていたが、現在は無職であるため。

　　　③　学生であるため。【学校名　　　　　               　　　　　　　       　　　】(大学(院)生・予備校生・専門学生は有効期限のある学生証のコピー又は在学証明書を添付。)

　　　④　パート・アルバイトをしているが、収入が少ないため。(直近3ヶ月の収入の確認ができる給与明細等のコピーを添付。)

　○設問１－2．「設問１－1．」で「②　2年以内において働いていたが・・・。」の場合は失業保険の現在の状況について、次の①～⑤のいずれかに○をしてください。

　　　①　失業保険の受給終了、又は、失業保険の待機期間中である。(雇用保険受給資格者証のコピーを添付。)

　　　②　失業保険を受給中だが、日額3,611円以下である。(雇用保険受給資格者証のコピーを添付。)

　　　③　失業保険の申請予定である。(離職票や資格喪失証明などの退職を証明する書類を添付し、後日、雇用保険受給資格者証のコピーを提出。)

　　　④　失業保険を受給しない。(離職票の原本を添付。)

　　　⑤　雇用保険未加入であった。(退職前3か月分の給与明細書と退職時点の源泉徴収票のコピーを添付。)

　○設問２－1．公的年金や個人年金、基金等の年金を受給していますか。次の①～③のいずれかに○をしてください。

　　　①　受給している。　　　　②　申請中。　　　　③　受給していない。

　　　①　老齢年金　　②　遺族年金　　③　障害年金　　④　企業年金基金　　⑤　国民年金基金　　　⑥　恩給法の年金　　⑦　生命保険会社等で扱う個人年金

　　　Ⅰ．別居をする方を被扶養者とする理由(特別養護老人ホームに入居していることにより別居の場合は、領収書等の入居している事の確認できる書類を添付。)

　　　Ⅱ．仕送額(特別養護老人ホームの入居者以外は、現金書留の控え・銀行振込依頼書の控え・通帳のいずれかのコピーを添付。)

　　　　　　【毎月　　　　　　　　　　　　　　　　円　　年間　　　　　　　　　　　　　　　　円】

　●最後に現況届の対象者(被扶養者)の氏名を記入し、被保険者の署名をしてください。

　○設問３．健康保険や労働保険における傷病手当金又は出産手当金を受給していますか。次の①～③のいずれかに○をしてください。

　　　①　受給している。　　　　②　申請中。　　　　③　受給していない。

　○設問４－1．上記の収入のほかに収入はありますか。次の①～②のいずれかに○をしてください。

　　　①　ある　　　　　②　ない

　○設問４－2．「設問４－1．」で「①　ある」の場合は、該当する収入の種類を次の①～④の該当するものすべて(④の場合は収入の種類も記入)に○をしてください。

　　　①　不動産収入　　②　農業収入　　③　株式等配当収入　　④　その他【収入の種類　　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　】

記入例１ (学生の場合)
→の書類を添付する。


